
週休２日工事（港湾・漁港工事 発注者指定型）フロー図

受注者 発注者

補正なしとして減額変更

ＮＯ

週休２日工事（発注者指定型）であることを特記仕様書に明示

して発注

契 約

＜着手前＞

休日等取得計画表を工事打合簿に添付して，監督員に提出

確 認

工事着手（週休２日工事の看板掲示）

毎日，休日等取得計画表に実績を記入

＜毎月はじめ＞

下記書類を監督員に提出・提示

１ 休日等取得計画表（前月までの実績を記入したもの）

※工事最終月の実績を記入したものを提出する際は，

工事打合簿に添付することを必須とする

２ 休日等取得実績が確認できる書類

（工事日誌，出勤簿等）

確 認

工事成績評定での加点なし

（減点は行わない）

ＹＥＳ

工事成績評定で加点

週休２日工事履行証明書発行

（受注者からの請求時のみ）

契 約

当初設定した休日に作業を行う必要が生じた場合，

同じ単位期間内で振替日を設定（監督員との協議不要）

ただし，夏季休暇は８月の土・日・祝日以外の３日間，年末年

始休暇は１２／２１～翌年１／１０のうち土・日・祝日を含む

６日間となるように設定のこと

各単位期間において，
８日以上の現場閉所があるか

（祝日等がある場合は，８日にその日数も
加えた日数の現場閉所があるか）


